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平成２７年度第３回玖珠町総合教育会議議事録 

 

 

日 時 ： ３月１日（火）１５：００～１６：００ 

 

場 所 ： 玖珠町役場 ２階 庁議室 

 

出席者 ： 玖珠町長 朝 倉 浩 平 

      玖珠町教育委員会 委員長     河 野 明 美 

      玖珠町教育委員会 委員長職務代理 宿 利 歌 子 

      玖珠町教育委員会 委員      藤 永 明 秀 

      玖珠町教育委員会 委員      藤 川 裕 美 

      玖珠町教育委員会 教育長     秋 吉 徹 成 

 

      玖珠町総務課 課長        麻 生 太 一 

      玖珠町まちづくり推進課 課長   穴 本 芳 雄 

      玖珠町まちづくり推進課 

            総合戦略室 室長   衛 藤  正 

玖珠町総務課行政係 係長     和 田 育 男 

 

玖珠町教育委員会教育総務課 課長 長 尾 孝 宏 

玖珠町教育委員会学校教育課 課長 佐 藤 貴 司 

玖珠町教育委員会社会教育課 課長 渡 辺 克 之 

      玖珠町教育委員会教育総務課 係長 山 本 恵一郎 

      玖珠町教育委員会教育総務課 主査 井 野 俊 夫 
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１ 開 会  

 

２ あいさつ 

  

３ 議  題 

 

（１） 玖珠町教育大綱の策定について         

（提起） 山本係長が報告、説明をした。 

○朝倉町長  みなさんに意見をいただいて教育大綱を作成した方がいいと思いますので、みなさん 

のご意見をお願いします。 

○宿利委員  大綱の基本方針ですが、玖珠町でコミュニティ・スクールを始めて６年目になり、玖 

珠町のコミュニティ・スクールが玖珠式として確立されています。基本方針の「生きる力と思いや 

りの心を育む学校教育の充実」の中に、コミュニティ・スクール又は、地域との交流・連携・協働 

という文言を入れていただければと思います。 

○朝倉町長  「コミニティ・スクール」という玖珠独特の取組を表す文言を大綱の中に入れてはど 

うかとの意見ですがいかがですか。 

○秋吉教育長  教育の重点方針の中に「コミニティ・スクール」についての文言を入れており 

ます。また、第３次学力向上推進計画にも入れています。 

○長尾課長  教育大綱は玖珠町の教育の根幹となる方針になります。今回の案では、玖珠町第５次 

総合計画の教育部門の項目を大綱に引用しております。この大綱は、おおまかな方針ということで 

ご理解いただければと思います。 

○朝倉町長  方針の中に、「地域との交流・連携を通して地域に開かれた学校づくり」との文言が 

あるが、この文がコミニティ・スクールのことを表しているのではないか。そうであれば、「コミ 

ニティ・スクール」の文言を大綱に入れてはどうか。 

○秋吉教育長  教育委員会が地域の連携という時に、コミュニティ・スクールの導入と社会教育の 

事業で教育コーディネーターの配置や寺子屋、放課後児童教室などの取組もありますので、「コミ 

ニティ・スクールなど」の文言を入れれば良いと考えます。 

○藤川委員  第５次総合計画と教育大綱のバランスは、どちらが上になりますか。 

○秋吉教育長  第５次総合計画が基ですので、総合計画に沿っての教育大綱、その次に教育の 

重点方針となります。 

○朝倉町長  大綱の対象期間は、４年間でよろしいでしょうか。 

○藤川委員  総合計画に合わせるのであれば、５年間という期間の方がすっきりすると思います。 

○朝倉町長  大綱の対象期間は、５年間でよろしいですか。 

○穴本課長  今議論にあった第５次総合計画は、町全体の方針という考え方をしていただいたら、 
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良いのではないかと思います。総合計画に基づいて、教育大綱があると思います。 

○朝倉町長  教育大綱の対象期間は５年間にします。大綱の基本理念についての意見はありません 

か。  

○藤永委員  幼児教育の充実とは具体的に何歳からですか。 

○長尾課長  教育委員会で現在所管しているのは就学前教育の５歳児になります。 

○朝倉町長  ３歳でも４歳でも、そこは対象に入れた方が良いと思います。 

○長尾課長  本年度から始まりました子ども子育て支援の新法では、子ども園のなかで、３歳から 

就学前教育を行うようになりましたので、今までどおり５歳児だけの教育を教育大綱に乗せるのは 

どうかと考えます。 

○朝倉町長  教育大綱の幼児教育とは、教育委員会部局だけに特定せず、認定子ども園の３歳、４ 

歳、５歳の子どもたちも含む考え方で良いということですか。それでいかがでしょうか。 

○藤永委員  それで良いと思います。  

○朝倉町長  その他ご意見がございますか。 

○宿利委員  スポーツの振興のところもそうですが、人材の育成は、文言として基本方針の中には 

入りづらいですか。 

○朝倉町長  具体的にどこに入れるのですか。 

○宿利委員  心身を育むスポーツの振興のところで、「運営体制などの条件整備を図るとともに」 

の後がすぐにスポーツイベントの充実になるのですが、これから先、スポーツを町民全体に広げてい 

くには、指導する方もきちんと育成していかないと続いていかないと思います。 

○朝倉町長  教育大綱全体が人材育成につながるのではないですか。 

○秋吉教育長  大きな意味ではそうなりますので、運営体制に人材育成が含まれていると考えてい 

ます。 

○河野委員長  第５次総合計画に沿って教育大綱を作成しているのですね。 

○秋吉教育長  第５次総合計画に沿って、教育部門を抜きだし、教育大綱を作成しています。 

○藤川委員  教育大綱をつくってどのように活用するのですか。住民に配るのか。その場合は、具 

体的な方針がないとわかりづらい。こういった会議の中で活用するのなら、共通理解があれば、具 

体的な方針じゃなくてもいいと思います。 

○秋吉教育長  今までは第５次総合計画に沿って、教育の重点方針をつくってきましたが、平成２ 

８年度に第５次総合計画に沿って教育大綱を定め、大綱をベースに年度ごとに具体的な教育の重点 

方針をつくっていきたいと考えております。 

○長尾課長  貴重なご意見をいただきましたので、次回までに検討させていただいて再提案させて 

いただきます。 
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（４） その他 

 

 

４ 閉  会 

 

 

 

 

 

 


